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「岡山県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」 

改定素案について 

  

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」

という。）に基づき、「岡山県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基

本計画」（以下「県基本計画」という。）を平成１７年３月に策定し、ＤＶ対策を総合

的に推進してきたところである。 

 このたび、ＤＶ防止法及び国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のた

めの施策に関する基本的な方針」の一部改正を踏まえ、県基本計画を改定することと

し、このたび改定素案を取りまとめた。 

 

１ これまでの経緯 

   平成 13年 10月  ＤＶ防止法施行 

平成 17年 3月  県基本計画策定 

平成 20年 7月  県基本計画改定 

平成 26年 9月  県基本計画改定 

 

２ 主な改定内容 

○ＤＶと児童虐待が密接に関連するものであることを踏まえ、ＤＶ対応と児童虐待

対応の連携強化を図ること。 

○ＳＮＳを活用することにより、若年層に届きやすい啓発を行うこと。 

 

３ 県基本計画の体系図 

   別紙のとおり 

 

４ 今後のスケジュール 

  令和２年１１月   男女共同参画審議会（素案） 

             県議会総務委員会（素案） 

             県議会教育再生・子ども応援特別委員会（素案） 

             パブリックコメントの実施 

   令和３年 ２月   男女共同参画審議会（案） 

             県議会総務委員会（案） 

県議会・教育再生・子ども応援特別委員会（案） 



（別　　紙）

基本目標

・今回の改定により推進する施策に盛り込む内容

－ 1 人権教育･啓発の推進

－
2 配偶者からの暴力の防止等への理解促進
・ＳＮＳを活用した若年層にも届きやすい情報発信

－ 3 配偶者からの暴力に関する調査研究の推進

－

4 相談体制の充実

・市町村への配偶者暴力相談支援センター設置とあわせて、市への女性

　相談員設置による相談体制の充実の働きかけ

・市町村要保護児童対策地域協議会への市町村のＤＶ相談支援担当部署

　が参画することにより、ＤＶ対応と児童虐待対応の連携強化

－ 5 発見・通報に関する体制整備

－ 6 迅速で安全な保護体制の充実

－ 7 同伴家族等への保護と援助

－ 8 外国人･障害のある人への配慮

－ 9
交際相手からの暴力の防止と被害者保護対策
・ＳＮＳを活用した若年層にも届きやすい情報発信

－ 10 住居の確保に向けた支援

－ 11 経済的自立に向けた支援

－ 12 被害者等に関する個人情報保護

－

－ 13 司法手続に関する支援

－ 14 地域における支援活動

－ 15 心的外傷後ストレス障害を含む心の回復及び生活支援

－ 16 施策調整機能の強化

－ 17 市町村の施策との連携強化

－ 18 職務関係者の資質向上への取組強化

－ 19 民間団体との協働

－ 20 苦情への適切な対応

県基本計画の体系図
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